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「
長
屋
王
家
木
簡
」
は
昭
和
六
十
一
年
以
来
、
平
城
京
左
京
三
条

一
一
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
か
ら
出
土
し
た
一
一
一
万
五
千
余
点
に
の
ぼ
る

（
１
）

膨
大
な
木
簡
資
料
群
で
あ
る
。
こ
の
資
料
群
は
文
献
史
料
の
少
な
い

八
世
紀
初
期
の
和
銅
三
年
～
霊
亀
三
年
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容

は
奈
良
時
代
初
期
の
貴
族
の
家
政
機
関
・
土
地
経
営
な
ど
、
多
岐
に

わ
た
る
日
常
生
活
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
長

屋
王
家
木
簡
」
は
律
令
の
規
定
や
正
史
な
ど
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
新

し
い
側
面
を
提
供
し
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
を
め
ぐ
っ
て

（
２
）

は
、
そ
の
発
見
以
来
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

は
じ
め
に

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ

て
こ
の
論
争
は
、
家
政
機
関
の
主
人
で
あ
る
本
主
に
つ
い
て
の
理
解
、

ひ
い
て
は
律
令
制
家
政
機
関
の
継
承
の
可
否
や
皇
子
宮
の
継
承
に
つ

（
３
）

い
て
の
理
解
や
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
』
え
る
所
領
で
あ
る
畿
内

の
土
地
の
理
解
に
も
影
響
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
皇
子
宮
と
律
令
制
家
政
機
関
は
混
同
し
て
理

解
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
母
系
机
続
に
よ
る
私
有
財
産
の
継
承

に
つ
い
て
も
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
皇
子
宮
と
律
令
制
家
政

機
関
は
そ
れ
が
設
置
さ
れ
た
背
景
が
異
な
る
の
で
、
同
じ
も
の
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
母
系
相
続
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
女

性
も
家
政
機
関
を
設
置
し
て
い
る
の
で
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
皇
子
宮
と
律
令
制
家
政
機
関
の
違
い
や
母
系

相
続
に
注
目
し
て
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
の
本
主

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

い
て

長
谷
川
綾
子
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｜
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
の

諸
説

（
二
木
簡
の
検
討

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
は
そ
の
本
主

を
誰
に
比
定
す
る
か
に
つ
い
て
活
発
な
論
争
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
「
長
屋
王
家
木
簡
」
を
検
討
し
、
家
政
機
関
の
本
主
に
関
す
る
諸

説
を
整
理
し
て
い
き
た
い
い

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
の
本
主
を
比
定
す
る
に

は
、
木
簡
の
宛
先
か
ら
検
討
す
る
方
法
と
、
木
簡
に
み
え
る
家
令
職

員
の
構
成
と
相
当
位
か
ら
本
主
の
品
位
・
位
階
を
検
討
す
る
方
法
が

あ
る
。

木
簡
の
宛
先
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
荷
札
木
簡
に
は
、
「
長
屋
親
王

宮
」
「
北
宮
」
「
氷
高
親
王
宮
」
な
ど
と
あ
っ
て
（
木
簡
（
１
）
（
２
）
（
３
）
）
、

長
屋
王
の
宮
、
北
宮
、
氷
高
内
親
王
の
宮
が
宛
先
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
荷
札
木
簡
は
各
地
方
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
調
・
庸
な
ど
の

税
や
贄
な
ど
の
貢
進
物
に
つ
け
ら
れ
て
い
た
木
簡
で
あ
り
、
一
般
的

に
物
品
を
納
入
す
る
宛
先
を
記
し
目
的
地
で
使
用
済
み
と
な
り
廃
棄

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
三
つ
の
宛
先
は
一
般
的
に
通
用

す
る
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
の
名
称
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。

法
政
史
学
第
五
十
六
号

文
書
木
簡
に
は
み
え
る
宛
先
と
し
て
は
、
「
雅
楽
寮
移
長
屋
王
家

令
所
」
と
あ
っ
て
（
木
簡
（
４
）
）
、
雅
楽
寮
か
ら
長
屋
王
家
令
所
に

宛
て
た
移
が
存
在
す
る
の
で
、
公
的
機
関
か
ら
は
長
屋
壬
の
家
政
機

関
が
こ
の
邸
宅
に
存
在
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
長
屋
王
の
家
政
機
関
、
北
宮
、
氷
高
内
親
王

の
家
政
機
関
が
こ
の
邸
宅
に
存
在
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

家
政
職
員
の
構
成
と
本
主
の
品
・
位
階
は
、
文
書
木
簡
に
み
え
る

家
令
職
員
の
署
名
か
ら
推
定
で
き
る
。
文
書
木
簡
は
多
種
多
様
で
あ

る
が
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
文
書
木
簡
に
つ
い
て
は
、
寺
崎
保
広

氏
に
よ
っ
て
物
品
進
上
の
木
簡
、
物
品
支
給
の
木
簡
、
物
品
請
求
の

木
簡
、
そ
の
他
の
木
簡
の
四
つ
に
分
類
さ
れ
た
上
で
詳
し
く
検
討
ざ

（
４
）

れ
て
い
る
。

寺
崎
氏
に
よ
る
と
、
物
品
進
上
の
木
簡
は
物
品
の
送
り
状
で
、
い

ず
れ
も
「
進
」
「
進
上
」
と
い
う
文
言
を
も
つ
。
そ
し
て
大
半
の
木

簡
は
進
上
主
体
・
物
品
名
・
数
量
・
運
搬
人
・
日
付
・
進
上
責
任
者

（
木
簡
署
名
者
）
と
い
う
書
き
方
を
取
っ
て
い
る
。
物
品
の
内
容
は

野
菜
類
が
最
も
多
く
、
進
上
元
の
名
称
は
山
背
・
耳
梨
・
片
岡
・
木

上
・
矢
口
・
大
庭
と
い
っ
た
地
名
に
御
田
司
・
御
薗
司
あ
る
い
は
単

に
司
が
つ
い
た
も
の
で
、
所
領
な
ど
を
管
理
し
た
組
織
の
名
前
と
考

え
ら
れ
る
（
木
簡
（
５
）
）
。

物
品
支
給
の
木
簡
は
、
物
品
（
主
と
し
て
米
）
の
支
給
木
簡
で
あ

’一
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り
、
支
給
先
（
個
人
名
ま
た
は
場
所
、
人
の
場
合
は
人
数
も
）
・
物

品
名
・
数
量
。
受
け
取
る
人
の
名
前
・
日
付
・
支
給
責
任
者
（
木
簡

署
名
者
）
と
い
う
書
き
方
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
木
簡
は
さ
ま
ざ
ま

な
支
給
先
が
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
場
所
か
ら
一

括
し
て
発
掘
さ
れ
た
の
で
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
に
あ
る
食
料
担

当
の
部
局
で
支
給
す
る
た
び
に
そ
の
こ
と
を
記
録
し
た
帳
簿
の
木
簡

で
あ
っ
て
、
移
動
す
る
こ
と
は
な
く
、
あ
る
区
切
り
の
と
き
に
ま
と

め
て
支
給
の
総
計
を
紙
の
文
書
に
書
き
写
し
た
後
に
廃
棄
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
木
簡
（
６
）
）
。

物
品
請
求
の
木
簡
は
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
に
あ
っ
た
家
政
機

関
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
品
・
人
を
請
求
す
る
木
簡
で
あ
る
。
こ
の
木
簡

は
公
式
令
に
規
定
さ
れ
る
「
符
」
「
移
」
な
ど
の
文
書
の
書
き
出
し

を
持
つ
も
の
が
多
く
、
そ
の
宛
先
に
は
「
司
所
」
「
務
所
」
が
多
く

み
え
る
の
で
、
他
の
場
所
で
作
成
ざ
れ
こ
の
邸
宅
の
「
つ
か
き
ど
こ

ろ
（
司
所
、
務
所
と
に
も
た
ら
さ
れ
、
こ
の
地
で
廃
棄
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
（
木
簡
（
７
）
）
。

そ
の
他
の
木
簡
は
官
人
の
考
課
の
木
簡
な
ど
で
あ
る
（
木
簡

（
８
）
）
。

こ
の
分
類
の
な
か
で
家
令
職
員
の
署
名
は
、
物
品
支
給
の
木
簡
と

物
品
請
求
の
木
簡
に
存
在
し
て
い
る
。
物
品
支
給
の
木
簡
は
移
動
し

た
形
跡
が
な
く
、
物
品
請
求
の
木
簡
は
他
の
場
所
で
作
成
さ
れ
た
と

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
物
品
支
給
の
木
簡
に
署
名
す
る
家
政
職
員

は
「
長
屋
王
家
木
簡
」
が
発
掘
さ
れ
た
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
の
家

政
機
関
の
家
令
職
員
で
あ
り
、
物
品
請
求
の
木
簡
に
署
名
す
る
家
令

職
員
は
こ
の
邸
宅
外
に
あ
っ
た
家
政
機
関
の
家
令
職
員
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
ま
た
物
品
支
給
の
木
簡
の
署
名
は
家
令
ま
た
は
書
吏
が

（
５
）

（
６
）

主
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
、
扶
、
従
、
大
・
少
書
吏
も
み
ら
れ
（
便

宜
上
家
政
機
関
①
と
す
る
）
、
物
品
請
求
の
木
簡
の
署
名
に
は
家
令
、

（
７
）

扶
、
従
、
大
・
少
書
吏
（
家
政
機
関
②
と
す
る
）
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
考
課
木
簡
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
「
従
七
位
下
行
家
令
赤

染
豊
嶋
」
と
記
さ
れ
て
お
り
（
木
簡
（
９
）
）
、
そ
の
相
当
位
と
行
守

の
規
定
か
ら
、
赤
染
豊
嶋
が
従
三
位
の
家
政
機
関
の
家
令
で
あ
り
、

（
８
）

’
二
位
格
の
家
政
機
関
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
物
品
請
求
木
簡
に
み
え
る
「
家
扶
稲
栗
」
を
考
課
木
簡

と
思
わ
れ
る
も
の
に
み
え
る
「
正
七
位
上
秦
稲
栗
」
に
、
物
品
請
求

木
簡
と
思
わ
れ
る
も
の
に
み
え
る
「
家
従
廣
足
」
を
同
じ
く
物
品
請

求
木
簡
と
思
わ
れ
る
も
の
に
み
え
る
「
従
七
位
下
石
城
村
主
廣
足
」

に
あ
て
れ
ば
、
そ
の
相
当
位
か
ら
こ
の
家
政
機
関
が
二
品
格
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
（
木
簡
（
皿
）
（
Ⅱ
）
（
Ｅ
）
）
。

こ
の
た
め
、
家
令
職
員
令
の
定
員
か
ら
家
政
機
関
①
は
家
令
、
書

吏
の
場
合
は
三
位
格
、
家
政
機
関
②
は
一
一
品
格
の
家
政
機
関
で
あ
る

可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

一一一
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そ
れ
で
は
、
家
政
機
関
①
に
み
え
る
扶
、
従
、
大
・
少
書
吏
の
所

属
が
問
題
に
な
る
が
、
家
政
機
関
②
か
ら
発
給
さ
れ
た
物
品
請
求
木

簡
に
よ
る
と
（
木
簡
（
ご
）
、
宛
先
に
み
え
る
「
廣
足
」
が
家
政
機

関
②
の
家
従
の
石
城
村
主
廣
足
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
、
ま
た
同
様
に
家
政
機
関
②
か
ら
発
給
さ
れ
た
物
品
請
求
木
簡
に

よ
る
と
（
木
簡
（
Ⅲ
）
（
妬
）
）
、
宛
先
の
国
足
と
署
名
の
少
書
吏
置
始

国
足
は
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
家

政
機
関
②
の
家
令
職
員
が
家
政
機
関
①
の
も
と
で
も
働
く
こ
と
が
あ

（
９
）

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
冨
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
は
少
な
く
と
も
左
京

一
一
一
条
二
坊
の
邸
宅
内
の
三
位
格
の
家
政
機
関
、
邸
宅
外
に
は
一
一
品
格

の
家
政
機
関
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
二
品
格
の
家
政
機

関
の
家
令
職
員
は
左
京
三
条
一
一
坊
の
邸
宅
に
勤
務
す
る
こ
と
も
あ

り
、
家
政
機
関
が
融
合
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
荷
札

木
簡
の
宛
先
と
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
和
銅
三
年
～
霊
亀
三
年
と
い

う
年
代
か
ら
、
邸
宅
内
に
あ
る
三
位
格
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
は
、

諸
説
と
も
お
お
む
ね
当
時
三
位
で
あ
っ
た
の
長
屋
壬
に
比
定
し
て
い

る
。
し
か
し
、
二
品
格
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
は
、
当
時
一
貫
し
て

二
品
で
あ
っ
た
人
物
が
長
屋
壬
の
身
近
に
確
認
で
き
な
い
た
め
見
解

が
分
か
れ
て
お
り
、
二
品
格
の
家
政
機
関
を
誰
に
比
定
す
る
か
に
よ

っ
て
、
北
宮
に
つ
い
て
も
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
。

法
政
史
学
第
五
十
六
号

二
品
格
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
は
、
木
簡
群
の
発
見
当
初
に
主
張

さ
れ
た
長
屋
王
の
妻
の
吉
備
内
親
王
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主

（
、
）

と
す
る
説
、
そ
し
て
、
こ
の
説
を
批
判
す
る
形
で
主
張
さ
れ
た
長
屋

（
Ⅱ
）

王
の
父
の
高
市
皇
子
を
二
口
叩
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
、
吉

備
内
親
王
の
姉
の
氷
高
内
親
王
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す

（
、
）

る
説
、
長
屋
壬
の
母
の
御
名
部
皇
女
を
一
一
品
格
の
家
政
機
関
の
本
、
王

（
⑬
）

と
す
る
説
の
四
つ
の
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

吉
備
内
親
王
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
は
、
木
簡

（
Ｍ
）
に
、
吉
備
内
親
王
の
命
令
に
二
品
格
の
家
政
機
関
の
構
成
員
が

署
名
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
別
な
木
簡
に
み
え
る
円

方
若
翁
、
膳
若
翁
、
弥
努
若
翁
、
忍
海
若
翁
、
紀
若
翁
は
長
屋
壬
・

吉
備
内
親
王
の
子
女
、
山
形
女
王
、
門
部
王
、
竹
野
王
子
は
長
屋
王

の
兄
弟
・
姉
妹
、
石
川
夫
人
、
安
倍
大
刀
目
は
長
屋
王
の
妾
に
推
定

（
Ⅲ
）

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
吉
備
内
親
王
が
二
口
叩
格
の
家
政
機
関
の
本
主
で

あ
る
と
し
、
こ
の
邸
宅
に
は
長
屋
王
・
吉
備
内
親
王
夫
妻
を
中
心
と

し
た
家
族
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

（
応
）

て
士
口
備
内
親
王
の
子
女
が
皇
孫
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
て
特
別
な
待
遇

を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
三
品
で
あ
っ
た
吉
備
内
親
王
は
例

外
的
に
品
位
を
上
回
る
家
政
機
関
を
設
置
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
二
）
二
品
の
家
政
機
関
に
つ
い
て
の
諸
説 四
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高
市
皇
子
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
は
、
高
市
皇

（
妬
）

子
の
浄
広
壱
は
二
口
叩
相
当
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
一
品
格
の
家

政
機
関
の
本
主
と
し
て
相
応
し
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
長
屋
王
の

場
合
は
、
高
市
皇
子
の
死
亡
当
時
は
幼
少
で
律
令
的
家
政
機
関
を
置

く
資
格
は
な
い
が
、
家
政
は
維
持
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
高
市
皇

子
の
家
政
機
関
で
あ
る
香
具
山
之
宮
を
贈
位
・
贈
官
に
よ
っ
て
維
持

・
継
承
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
高
市
皇
子
に
由
来
す
る
所
領
や
人
脈

を
継
承
し
た
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
木
簡
（
四
）
（
Ⅳ
）
（
旧
）
か
ら
、
二
品
格
の
家
政

機
関
が
奉
仕
す
る
対
象
に
、
長
屋
壬
の
兄
弟
姉
妹
の
山
方
王
、
門
部

王
や
高
市
皇
子
の
異
母
弟
の
長
親
王
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
挙

げ
、
こ
の
奉
仕
対
象
者
の
家
族
構
成
は
高
市
皇
子
ま
で
遡
っ
て
は
じ

め
て
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
荷
札
木
簡
（
旧
）
や
、
所
領
か
ら
の
物
品
進
上
の
木
簡
（
別
）

か
ら
、
高
市
皇
子
の
蹟
宮
が
あ
っ
た
城
上
を
指
す
と
思
わ
れ
る
「
木

上
」
や
高
市
皇
子
の
趾
の
実
家
に
あ
た
る
筑
前
国
宗
像
郡
司
家
と
の

つ
な
が
り
が
み
い
だ
せ
る
こ
と
、
先
に
挙
げ
た
木
簡
（
９
）
の
家
令
の

（
Ⅳ
）

赤
染
豊
嶋
が
、
壬
申
の
乱
で
声
同
市
皇
子
に
供
奉
し
た
赤
染
造
徳
足
の

系
譜
を
引
く
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
木
簡
（
Ⅲ
）
を
挙
げ
、
こ
の
木
簡
自
体
は
習
書
風

な
の
で
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
に
は
な

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

ら
な
い
が
示
唆
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

氷
高
内
親
王
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
は
、
和
銅

（
肥
）

七
年
に
氷
高
内
親
王
が
二
口
叩
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
し
か
も
当

時
長
屋
壬
の
周
辺
で
二
品
を
有
す
る
の
は
氷
高
内
親
王
の
み
で
あ
る

こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
先
に
挙
げ
た
氷
高
内
親
王
官
宛

て
の
荷
札
木
簡
（
３
）
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

御
名
部
皇
女
を
二
口
叩
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
は
、
天
智

天
皇
の
皇
女
で
元
明
天
皇
の
同
母
妹
で
あ
り
、
し
か
も
日
並
知
皇
子

命
と
呼
ば
れ
た
草
壁
皇
子
と
並
び
称
す
よ
う
に
後
皇
子
命
と
呼
ば
れ

た
高
市
皇
子
の
正
妻
で
あ
っ
た
の
で
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
二
品

格
の
家
政
機
関
の
本
主
に
相
応
し
い
立
場
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
先
に
挙
げ
た
木
簡
（
田
）
や
、
木
簡
（
皿
）
な
ど
か
ら
、
「
皇
子
」
「
王

子
」
が
長
屋
王
の
兄
弟
姉
妹
・
子
女
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

よ
う
な
細
々
し
た
物
品
を
長
屋
王
の
兄
弟
・
姉
妹
、
子
女
に
支
給
す

る
よ
う
指
示
を
出
す
の
は
、
立
場
上
彼
等
の
母
あ
る
い
は
祖
母
の
御

名
部
皇
女
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
木
簡
（
型
に
み

え
る
「
志
我
山
寺
」
は
、
御
名
部
皇
女
の
父
天
智
天
皇
が
建
立
し
た

寺
で
御
名
部
皇
女
と
つ
な
が
り
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
三
）
北
宮
に
つ
い
て
の
諸
説

北
宮
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
荷
札
木
簡
の
進
上

五
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先
と
し
て
登
場
す
る
の
で
、
一
般
的
に
通
用
す
る
左
京
三
条
二
坊
の

邸
宅
の
名
称
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
神
亀
三
年

（
旧
）

の
山
背
国
愛
宕
郡
雲
下
里
計
帳
に
、
「
左
大
臣
資
人
出
雲
臣
忍
人
」
、

「
北
宮
帳
内
出
雲
臣
安
麻
呂
」
と
記
さ
れ
、
木
簡
（
翌
に
「
出
雲
臣

安
麻
呂
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
出
雲
臣
安
麻
呂
」
は
同
一
人

物
と
考
え
ら
れ
、
神
亀
三
年
当
時
左
大
臣
で
あ
っ
た
長
屋
王
の
資
人

と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
帳
内
」
は
物
品
支
給
の
木
簡
に

（
卯
）

も
み
え
、
米
の
支
給
対
象
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
左
京
一
二
条
二
坊
の

邸
宅
の
家
政
機
関
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
も
そ
も

軍
防
令
給
帳
内
条
に
よ
り
、
壬
で
あ
る
長
屋
王
に
は
帳
内
は
給
付
で

き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
北
宮
は
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
内
に
存

在
す
る
家
政
機
関
で
あ
る
が
、
長
屋
壬
の
家
政
機
関
と
は
区
別
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
皿
）

さ
ら
に
、
和
銅
五
年
の
長
屋
壬
願
経
が
北
宮
で
行
わ
れ
、
文
武
天

皇
の
追
善
を
目
的
と
し
、
そ
の
肱
語
に
「
長
屋
殿
下
」
と
い
う
表
現

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
北
宮
の
本
主
は
長
屋
王
を
「
長
屋
殿
下
」
と
呼

ぶ
よ
う
な
立
場
で
、
そ
の
家
政
機
関
は
長
屋
壬
の
家
政
機
関
と
融
合

（
犯
）

し
て
い
た
と
考
邑
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
北
宮
は
有
口
叩
の
親
王
・
内

親
王
の
家
政
機
関
で
あ
り
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
に
居
住
し
て
い

た
長
屋
王
の
近
親
の
人
物
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
通
常
の
家
政
機
関
の
名
称
は
個
人
名
十
宮
（
家
）
、
官
職

法
政
史
学
第
五
十
六
号

名
十
宮
（
家
）
、
地
名
十
宮
（
家
）
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
北
宮
と
い
う

名
称
が
例
外
的
存
在
で
あ
る
た
め
、
吉
備
内
親
王
を
指
す
と
す
る
説

と
、
そ
れ
以
外
の
親
王
・
内
親
王
を
指
す
と
す
る
説
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

吉
備
内
親
王
を
指
す
と
す
る
説
は
、
発
掘
当
初
か
ら
提
起
さ
れ
て

い
る
説
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
名
称
の
「
北
」
は
、
北
の
方
や
北
の

（
羽
）

政
所
な
ど
と
同
様
に
正
妻
を
表
わ
す
と
い
う
考
え
方
や
、
左
京
一
二
条

二
坊
の
邸
宅
内
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
、
先
に
挙
げ
た
和
銅
五
年
の

長
屋
壬
願
経
の
文
武
天
皇
の
追
善
と
い
う
目
的
や
そ
の
祓
語
の
「
長

屋
殿
下
」
と
い
う
呼
称
は
、
長
屋
壬
の
妻
で
あ
り
文
武
天
皇
の
妹
で

（
皿
）

あ
る
士
口
備
内
親
王
が
行
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
そ

の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
説
で
は
さ
ら
に
そ
の
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
、
こ
の

邸
宅
の
南
に
ほ
か
の
邸
宅
が
存
在
し
、
そ
れ
を
南
宮
と
し
て
そ
れ
に

（
躯
）

（
妬
）

対
置
し
た
と
す
る
説
、
阿
閑
皇
女
の
宮
を
継
承
し
た
と
す
る
説
、
特

（
〃
）

定
の
内
親
王
の
宮
号
と
す
る
説
、
草
壁
皇
子
の
宮
を
継
承
し
た
と
す

（
犯
）

る
説
の
四
つ
の
説
が
あ
る
。

南
宮
対
置
説
は
所
在
地
に
由
来
が
あ
る
と
し
、
二
品
の
家
政
機
関

を
氷
高
内
親
王
に
あ
て
る
説
と
連
動
し
て
氷
高
内
親
王
の
家
政
機
関

を
左
京
三
条
二
坊
一
・
一
一
・
七
・
八
坪
の
南
の
左
京
一
一
一
条
二
坊
六
坪

に
あ
て
、
そ
れ
を
南
宮
と
み
て
、
吉
備
内
親
王
の
家
政
機
関
を
北
宮

一ハ
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と
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
左
京
一
一
一
条
二
坊
六
坪
は
「
長
屋

王
家
木
簡
」
の
年
代
で
は
七
坪
を
流
れ
る
流
水
路
が
そ
の
ま
ま
入
り

込
ん
で
お
り
、
七
坪
か
ら
流
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
北
宮
に
関
す

る
木
簡
も
存
在
す
る
た
め
、
一
・
二
・
七
・
八
坪
と
一
括
し
て
占
地

（
豹
）

さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

阿
閑
皇
女
の
宮
を
継
承
し
た
と
す
る
説
は
、
北
が
正
妻
を
表
わ
す

こ
と
に
由
来
が
あ
る
と
し
、
北
宮
が
一
般
的
・
公
的
に
通
用
す
る
呼

称
で
あ
る
こ
と
か
ら
皇
太
子
の
妻
を
指
す
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

も
と
は
吉
備
内
親
王
の
母
の
阿
閑
内
親
王
を
意
味
し
た
が
、
草
壁
皇

子
が
莞
じ
た
時
又
は
阿
閑
内
親
王
の
即
位
の
時
に
阿
閑
内
親
王
か
ら

吉
備
内
親
王
に
継
承
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

特
定
の
内
親
王
の
宮
号
と
す
る
説
は
、
北
宮
と
い
う
呼
称
は
「
長

屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
他
に
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
女
の
康
子
内
親

王
の
例
の
み
で
あ
る
の
で
、
吉
備
内
親
王
と
康
子
内
親
王
の
置
か
れ

た
立
場
か
ら
、
同
腹
の
兄
弟
は
東
宮
か
ら
天
皇
に
な
り
、
母
は
中
宮

で
あ
る
特
定
の
内
親
王
の
宮
号
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

草
壁
皇
子
の
宮
を
継
承
し
た
と
す
る
説
は
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」

（
釦
）

に
は
草
壁
皇
子
の
夫
人
と
考
違
え
ら
れ
る
竹
野
女
王
や
草
壁
皇
子
の
悔

過
が
行
わ
れ
た
志
我
山
寺
な
ど
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
北
宮
は
も

と
は
草
壁
皇
子
の
宮
で
あ
り
、
草
壁
皇
子
の
死
後
阿
閑
皇
女
に
継
承

さ
れ
、
阿
閑
皇
女
の
即
位
後
は
氷
高
・
吉
備
内
親
王
に
継
承
さ
れ
、

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

氷
高
内
親
王
の
即
位
後
は
吉
備
内
親
王
が
単
独
で
継
承
し
た
も
の
と

し
て
い
る
。

吉
備
内
親
王
以
外
を
指
す
説
は
、
北
宮
が
親
王
ま
た
は
内
親
王
の

家
政
機
関
を
指
す
こ
と
か
ら
、
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
考
え

（
釦
）

（
犯
）

ら
れ
る
吉
同
市
皇
子
を
指
す
説
と
御
名
部
皇
女
を
指
す
説
の
二
つ
の
説

が
あ
る
。

高
市
皇
子
と
す
る
説
は
、
名
称
を
そ
の
所
在
地
に
由
来
す
る
も
の

と
み
て
、
当
時
の
貴
族
が
飛
鳥
・
藤
原
地
域
と
平
城
京
の
両
方
に
つ

な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
香
具
山
の
西
北
に
あ
っ
た

高
市
皇
子
の
宮
が
浄
御
原
宮
の
北
に
位
置
し
た
こ
と
か
ら
北
宮
と
呼

ば
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
聖
徳
太
子
の
死
後
、
そ
の
一
族
が

上
宮
王
家
と
呼
ば
れ
た
例
を
挙
げ
、
聖
徳
太
子
と
高
市
皇
子
の
置
か

れ
た
立
場
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
高
市
皇
子
の
死
後
、
そ
の
一
族

の
長
屋
王
家
も
北
宮
王
家
と
呼
ば
れ
、
平
城
京
の
長
屋
壬
の
家
政
機

関
に
引
き
継
い
だ
可
能
性
を
指
摘
し
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
全
体

が
北
宮
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

御
名
部
皇
女
と
す
る
説
は
、
名
称
を
そ
の
所
在
地
に
由
来
す
る
も

の
と
み
て
、
当
時
の
貴
族
が
飛
鳥
・
藤
原
地
域
と
平
城
京
の
両
方
に

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
、
香
具
山
の
西
北
に
あ
っ

た
高
市
皇
子
の
宮
が
平
城
に
遷
都
後
も
御
名
部
皇
女
の
別
宮
と
し
て

存
在
し
て
、
そ
れ
を
南
宮
と
し
、
御
名
部
皇
女
が
平
城
京
で
営
ん
だ

七
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吉
備
内
親
王
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
は
、
吉
備

（
羽
）

内
親
王
は
霊
亀
元
年
ま
で
に
は
一
二
品
に
な
っ
て
お
り
、
神
亀
元
年
に

（
弧
）

一
二
品
か
ら
二
品
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
霊
亀
二
年
の
長
屋
王
家

木
簡
の
年
代
で
は
三
品
で
あ
り
一
一
品
で
は
な
い
こ
と
が
問
題
と
な

る
。
先
に
吉
備
内
親
王
が
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
で
あ
る
こ
と

の
証
拠
と
し
て
挙
げ
た
木
簡
（
肥
）
の
「
吉
備
内
親
王
大
命
以
符
」
に

つ
い
て
も
、
本
主
の
命
令
を
伝
え
る
場
合
は
先
に
挙
げ
た
木
簡
（
Ⅲ
）

に
「
以
大
命
宣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
本
主
の
名

は
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
主
で
は
な
い
吉
備
内
親
王
の
命
令
を

（
羽
）

伝
崖
え
る
た
め
そ
の
名
前
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
左

京
三
条
一
一
坊
の
邸
宅
の
住
人
は
長
屋
王
を
中
心
と
す
る
一
族
な
の

で
、
木
簡
（
皿
）
に
あ
る
「
内
親
王
」
は
吉
備
内
親
王
を
、
木
簡
（
妬
）

に
あ
る
「
御
所
」
は
長
屋
壬
を
指
し
、
吉
備
内
親
王
は
長
屋
王
や
長

述
べ
て
い
き
た
い
。

宮
を
北
宮
と
し
て
い
る
。

以
上
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
二
品

格
の
家
政
機
関
と
北
宮
の
各
説
を
整
理
し
て
み
た
が
、
各
説
と
も
私

の
見
解
と
は
異
な
る
の
で
、
次
節
で
各
説
の
問
題
点
と
私
の
見
解
を

法
政
史
学
第
五
十
六
号

一
一
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
と
皇
子
宮

（
二
吉
備
内
親
王
を
指
す
と
す
る
説

高
市
皇
子
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
に
つ
い
て

は
、
高
市
皇
子
の
浄
御
原
令
制
下
の
浄
広
壱
が
大
宝
令
制
下
の
二
品

相
当
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
も
そ

も
高
市
皇
子
は
持
続
十
年
の
浄
御
原
令
制
下
に
お
い
て
死
亡
し
て
お

（
〃
）

り
、
浄
御
原
令
制
下
で
は
律
令
制
家
政
機
関
の
前
身
と
な
る
も
の
、

つ
ま
り
皇
子
宮
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
律
令
に
規
定
さ
れ
る
家
政
機

関
と
全
く
同
じ
組
織
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

皇
子
宮
は
氏
族
制
以
来
、
各
皇
族
・
貴
族
で
独
自
に
営
ま
れ
た
家

産
組
織
で
あ
る
の
で
、
脚
家
組
織
と
は
祓
接
関
係
の
な
い
皇
族
・
貴

族
個
人
や
そ
の
一
族
の
人
的
関
係
や
所
領
よ
り
形
成
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
律
令
制
家
政
機
関
は
、
家
令
職
員
や
帳
内
・
資
人

な
ど
の
国
家
か
ら
給
付
さ
れ
た
官
人
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
組
織
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
各
皇
族
・
貴
族
の
独
自
性
の
強
い
家
政
機
関

と
は
異
な
り
、
国
家
の
一
定
の
管
理
下
に
お
か
れ
た
公
的
機
関
で
あ

（
邦
）

っ
た
。
そ
の
た
め
、
皇
子
宮
と
律
令
制
家
政
機
関
は
本
質
的
に
異
な

（
妬
）

屋
壬
の
妾
・
兄
弟
姉
妹
・
子
女
と
同
様
に
邸
宅
内
に
居
住
し
米
の
支

給
を
受
け
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
吉
備
内
親
王
は
邸
外

に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
一
一
肋
格
の
家
政
機
関
の
本
主
に
あ
た
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
高
市
皇
子
を
指
す
と
す
る
説

八
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っ
て
お
り
、
皇
子
宮
が
そ
の
ま
ま
律
令
制
家
政
機
関
に
引
き
継
が
れ

た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
皇
子
官
と
家
政
機
関
は
分
け
て
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

皇
子
官
と
律
令
制
家
政
機
関
は
、
皇
族
・
貴
族
の
家
政
を
運
営
す

る
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
が
、
皇
子
宮
は
す
べ
て
私
設
の
組
織
・

私
有
財
産
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
律
令
制
家
政
機
関
は
、

も
と
か
ら
存
在
す
る
私
設
の
組
織
・
私
有
財
産
と
封
戸
な
ど
の
律
令

制
俸
禄
を
、
律
令
で
規
定
ざ
れ
国
家
か
ら
皇
族
・
貴
族
個
人
に
給
付

さ
れ
た
人
員
で
あ
る
家
令
職
員
、
帳
内
・
資
人
で
組
織
さ
れ
た
公
設

機
関
が
統
括
す
る
と
い
う
二
重
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
私
設
の
組
織
・
私
有
財
産
は
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
公
設
機

関
は
皇
族
・
貴
族
個
人
に
付
随
し
て
い
る
の
で
継
承
さ
れ
る
性
質
の

も
の
で
な
い
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る

家
政
機
関
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
律
令
制
家
政
機
関
、
つ

ま
り
家
政
機
関
の
公
設
機
関
の
部
分
な
の
で
、
私
有
財
産
・
人
脈
の

継
承
と
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
先
に
挙
げ
た
木
簡
（
Ⅲ
×
別
）
な
ど
を
み
る
と
確
か
に

高
市
皇
子
に
由
来
す
る
地
名
が
存
在
す
る
が
、
所
領
な
ど
の
私
有
財

産
や
家
人
な
ど
の
人
脈
が
継
承
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
律

（
羽
）

令
制
家
政
機
関
が
継
承
さ
れ
た
と
は
考
邑
え
ら
れ
な
い
。
選
叙
令
本
主

（
㈹
）

亡
条
に
、
「
几
帳
内
資
人
等
本
主
亡
者
、
碁
年
之
後
、
皆
送
二
式
部

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

氷
高
内
親
王
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
に
つ
い
て

（
妃
）

は
、
霊
亀
一
兀
年
正
月
に
一
口
叩
と
な
り
同
年
九
Ｈ
に
即
位
し
て
い
る
の

（
㈹
）

で
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
年
代
の
な
か
で
大
部
分
を
占
め
る
と
田
心

わ
れ
る
霊
亀
二
年
当
時
は
二
品
で
は
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
ま

た
、
先
に
挙
げ
た
木
簡
（
⑬
）
に
長
屋
王
の
兄
弟
姉
妹
・
子
女
に
ｕ
用

品
を
給
付
す
る
命
令
が
記
き
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
吉
備
内
親

王
の
姉
妹
で
あ
る
氷
高
内
親
王
が
こ
れ
ら
の
命
令
を
下
す
の
は
立
場

上
不
向
然
で
あ
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
氷
高
内
親
王
の
家
政
機
関

は
、
先
に
挙
げ
た
荷
札
木
簡
（
３
）
に
「
氷
高
親
王
宮
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
が
、
氷
高
内
親
王
の
名
が
み
え
る

も
の
は
こ
の
木
簡
一
点
だ
け
で
あ
り
、
即
位
す
る
以
前
に
姉
妹
の
吉

備
内
親
王
と
の
関
係
で
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
に
訪
れ
た
際
に
使
わ

省
ご
と
あ
る
よ
う
に
、
帳
内
・
資
人
が
本
主
の
死
亡
一
年
後
に
式

（
⑪
）

部
省
に
送
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
選
叙
令
本
主
亡
条
令
集
解
穴
記
が
、

本
主
死
亡
頂
後
か
一
年
後
か
の
解
釈
の
違
い
が
あ
る
が
、
基
本
的
に

家
令
職
員
は
本
主
の
死
亡
後
解
任
き
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
帳
内
・
資
人
を
指
揮
し
て
家
政
を
運
営
す
る
家
令
職
員
も
帳
内

・
資
人
と
同
様
に
一
年
後
に
解
任
さ
れ
、
律
令
制
家
政
機
関
は
解
消

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
氷
高
内
親
王
を
指
す
と
す
る
説

九
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御
名
部
皇
女
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
す
る
説
に
つ
い
て

は
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
は
御
名
部
皇
女
の
名
が
一
切
み
え
な
い

こ
と
や
、
御
名
部
皇
女
は
生
没
年
・
品
位
が
不
明
で
あ
る
こ
と
が
問

題
と
な
る
。
ま
た
、
御
名
部
皇
女
が
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
を
指
す

北
宮
で
あ
る
と
す
る
と
、
邸
宅
内
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の

で
、
邸
宅
外
に
存
在
し
て
い
た
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
と
は
考

え
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
、
先
に
挙
げ
た
神
亀
三
年
山
背
国
愛
宕
郡
雲
下

里
計
帳
に
「
北
宮
帳
内
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
御
名
部
皇
女
は
神
亀

三
年
ま
で
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
夫
の
高
市
皇
子
（
白
維
五

（
必
）

（
妬
）

年
～
持
統
十
年
）
よ
り
若
く
、
同
母
妹
で
六
十
一
歳
で
死
亡
し
た

（
妬
）

阿
閑
皇
女
（
斉
明
五
年
～
養
老
五
年
）
よ
り
年
上
で
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
六
十
七
歳
以
上
の
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
高

（
〃
）

齢
に
な
る
ま
で
生
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
も
あ

る
。以
上
の
こ
と
か
ら
、
御
名
部
皇
女
を
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主

で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
長
屋

れ
た
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
氷
高
内
親

王
の
二
品
格
の
家
政
機
関
が
存
在
し
た
と
い
う
証
拠
に
は
な
ら
な
い

と
み
て
よ
い
。

法
政
史
学
第
五
十
六
号

（
四
）
御
名
部
皇
女
を
指
す
と
す
る
説

王
家
木
簡
」
に
御
名
部
皇
女
の
名
が
一
切
見
え
な
い
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
長
屋
王
の
一
族
は
、
荷
札

木
簡
で
は
木
簡
（
１
）
に
長
屋
王
、
木
簡
（
３
）
に
氷
高
内
親
王
が
み
え
、

文
書
木
簡
で
は
米
な
ど
の
支
給
木
簡
に
石
川
夫
人
、
阿
倍
大
刀
自
、

（
蛆
）

長
屋
王
の
兄
弟
・
姉
妹
・
子
女
な
ど
が
み
違
え
る
。
荷
札
木
簡
に
み
え

る
名
称
は
邸
外
に
も
通
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

こ
の
邸
宅
に
存
在
す
る
家
政
機
関
の
本
主
の
名
な
ど
で
あ
る
が
、
邸

宅
内
の
み
で
使
用
さ
れ
る
米
な
ど
の
支
給
木
簡
に
つ
い
て
は
、
こ
の

邸
宅
内
に
居
住
し
た
長
屋
王
の
一
族
の
名
は
み
え
る
が
、
三
位
格
の

家
政
機
関
や
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本
主
に
比
定
さ
れ
る
人
物
の
名

は
み
え
な
い
。
こ
れ
は
本
主
の
命
令
を
伝
え
る
木
簡
は
一
般
的
に
そ

の
名
を
省
略
す
る
の
と
同
様
に
、
本
主
の
名
は
基
本
的
に
外
部
と
や

り
取
り
す
る
木
簡
以
外
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
長
屋
王
に
対
す
る
米
の
支
給
は
「
御
所
」
に
対
す
る
米
支
給
で

統
一
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
同
様
に
、
二
品
格
の
家
政
機
関
に

対
す
る
米
支
給
木
簡
に
も
支
給
相
手
の
名
を
記
さ
ず
、
「
御
米
」
「
大

（
⑲
）

御
飯
」
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
二
品
格
の

家
政
機
関
の
本
主
に
あ
た
る
御
名
部
皇
女
は
木
簡
に
そ
の
名
が
残
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

御
名
部
皇
女
は
二
品
で
あ
っ
た
と
い
う
確
証
が
な
い
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
は
、
藤
原
京
左
京
七
条
一
坊
西
南
坪
発
掘
調
査
現
地
説
明

一

○
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資
料
（
飛
鳥
藤
原
第
二
五
次
調
査
）
の
池
状
遺
構
出
土
木
簡
①
の

「
御
名
部
内
親
王
宮
」
（
木
簡
（
別
こ
よ
り
、
御
名
部
皇
女
が
家
政
機

関
を
設
置
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
品
位
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
御
名
部
皇
女
の
品
位
の
階
数
が
問

題
に
な
る
が
、
八
木
充
氏
に
よ
る
と
当
時
の
親
王
・
内
親
王
で
あ
っ

た
天
智
・
天
武
・
文
武
天
皇
の
皇
子
・
皇
女
の
品
位
か
ら
考
え
て
御

（
卯
）

名
部
皇
女
は
二
口
叩
と
推
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
早
世
し
た

（
副
）

（
団
）

（
品
）

（
別
）

建
皇
子
、
大
田
皇
女
、
十
市
皇
女
、
大
津
皇
子
・
山
辺
皇
女
、
川
嶋

（
開
）

皇
子
や
口
叩
位
不
明
の
大
来
皇
女
、
紀
皇
女
、
磯
城
皇
子
を
除
け
ば
、

浄
広
壱
～
浄
広
蝉
、
一
品
～
三
品
の
範
囲
内
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

一
品
・
浄
広
壱
で
あ
っ
た
の
は
、
光
仁
天
皇
の
父
の
施
基
皇
子
の
妃

（
閃
）

で
あ
っ
た
多
紀
皇
女
以
外
は
す
べ
て
皇
子
な
の
で
、
皇
女
は
浄
広
弐

～
浄
広
蝉
、
二
品
～
三
品
に
あ
た
り
、
た
と
え
ば
律
令
制
施
行
後
に

（
師
）

（
詔
）

没
し
た
皇
女
の
最
終
品
位
を
み
る
と
、
但
馬
皇
女
、
水
主
皇
女
、
長

（
”
）

（
㈹
）
（
例
）

（
⑰
）

谷
部
皇
女
は
一
二
口
叩
、
田
形
皇
女
、
泉
自
責
、
吉
備
内
親
王
は
一
一
品
で

あ
る
。
と
す
る
と
、
御
名
部
皇
女
は
二
品
ま
た
は
一
一
一
品
で
あ
る
が
、

草
壁
皇
子
と
並
び
称
さ
れ
た
高
市
皇
子
の
室
で
あ
り
元
明
天
皇
の
姉

妹
で
あ
る
そ
の
立
場
か
ら
二
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

生
没
年
の
問
題
は
、
ま
ず
そ
の
生
年
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
推
測

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
御
名
部
皇
女
は
夫
で
あ
る
高
市
皇
子
よ

り
若
い
と
考
え
ら
れ
、
同
母
妹
の
阿
閑
皇
女
よ
り
年
上
で
あ
る
の
で
、

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

白
雄
五
年
か
ら
斉
明
五
年
ま
で
の
十
三
年
間
に
生
ま
れ
た
と
推
定
さ

れ
、
ま
た
、
青
木
和
夫
氏
は
御
名
部
と
い
う
名
前
か
ら
父
の
中
大
兄

皇
子
が
紀
伊
の
南
部
に
滞
在
し
て
い
た
斉
明
四
年
（
六
五
八
）
の
冬

（
㈹
）

に
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

没
年
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
飛
鳥
藤
原
第
二
五
次
調
査
の

池
状
遺
構
出
土
木
簡
か
ら
大
宝
年
間
に
は
御
名
部
皇
女
の
家
政
機
関

（
“
）

が
存
在
し
、
慶
雲
一
兀
年
正
月
に
封
戸
を
百
戸
加
増
さ
れ
、
和
銅
元
年

（
開
）

に
阿
閑
皇
女
と
和
歌
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
こ
と
や
、
神
亀
五
年
の

（
肺
）

長
屋
壬
願
経
の
「
奉
資
登
仙
二
尊
神
室
亟
」
が
吉
同
市
皇
子
と
御
名
部
皇

女
の
霊
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
和
銅
元
年
か

ら
神
亀
五
年
ま
で
の
二
○
年
間
に
死
亡
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
御
名
部
皇
女
を
北
宮
と
し
、
神
亀
三
年
の
六
十
七
歳
ま

で
生
き
て
い
た
と
す
る
の
は
当
時
で
は
か
な
り
高
齢
に
な
る
の
で
無

理
が
あ
る
と
い
う
問
題
は
、
北
宮
が
御
名
部
皇
女
で
あ
る
か
否
か
を

考
え
た
い
。
米
の
支
給
木
簡
の
御
名
部
皇
女
に
対
す
る
支
給
と
考
え

ら
れ
る
「
御
米
」
「
大
御
飯
」
は
、
ほ
と
ん
ど
が
斗
の
単
位
で
支
給

さ
れ
て
お
り
、
邸
宅
内
に
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
長
屋
壬
の
一
族

に
は
ほ
と
ん
ど
升
の
単
位
で
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
べ
る
と
、

明
ら
か
に
そ
の
量
が
多
い
。
こ
れ
は
、
「
御
米
」
「
大
御
飯
」
が
こ
の

邸
宅
か
ら
離
れ
た
場
所
に
支
給
さ
れ
る
た
め
、
一
度
に
多
く
支
給
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
御
名
部
皇
女
は
こ
の
邸
宅
に
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は
居
住
し
て
お
ら
ず
、
北
宮
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
没
年
に
つ
い

て
は
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
年
代
で
あ
る
霊
亀
三
年
ま
で
を
考
え
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
青
木
氏
の
斉
明
四
年
生
ま
れ
説
に
従
う
と
「
長

屋
王
家
木
簡
」
の
年
代
で
あ
る
和
銅
四
年
～
霊
亀
三
年
に
は
御
名
部

皇
女
は
五
十
三
～
六
十
歳
に
あ
た
り
、
阿
閑
皇
女
が
六
十
一
歳
で
死

亡
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
も
生
存
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
歳
で
あ

る
。ま
た
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
畿
内
の
所
領
の
な
か
で
、

特
に
山
背
御
園
は
、
木
簡
（
〃
）
（
邪
）
に
あ
る
よ
う
に
、
二
品
格
の
家

政
機
関
か
ら
三
位
格
の
家
政
機
関
に
そ
の
管
理
に
つ
い
て
細
か
い
指

示
を
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
山
背
御
薗
は
二
品
格
の
家
政
機
関
の
本

主
が
本
来
所
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
山

背
御
園
の
比
定
地
は
山
背
国
と
河
内
国
石
川
郡
山
背
郷
の
二
説
あ
る

（
町
）

（
閉
）

が
、
山
背
忌
寸
真
作
墓
誌
や
正
倉
院
丹
裏
文
書
な
ど
に
み
蚤
え
る
こ
と

や
、
そ
の
他
の
所
領
の
比
定
地
に
比
べ
て
山
背
国
で
は
範
洲
が
広
す

（
的
）

ぎ
る
こ
と
か
ら
、
河
内
同
石
川
郡
山
背
郷
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
河
内
同
石
川
郡
は
蘇
我
氏
縁
の
地
で
あ
り
、
山
背
御

園
は
御
名
部
皇
女
が
母
で
あ
る
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
の
娘
の
姪
娘

か
ら
継
承
し
た
所
領
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
畿
内
の
所
領
の
比
定
地
に
つ
い
て

は
、
山
背
御
園
以
外
に
も
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
宇
多
に
っ

法
政
史
学
第
五
十
六
号

（
わ
）

い
て
は
、
奈
良
県
宇
陀
郡
則
ｂ
し
く
は
大
阪
府
泉
南
市
兎
田
、
大
庭
は

（
、
）

（
ね
）

大
阪
府
守
口
市
大
庭
町
ｊ
ｂ
し
く
は
同
堺
市
大
庭
寺
、
渋
川
に
つ
い
て

は
大
阪
府
八
尾
市
渋
川
町
、
高
安
に
つ
い
て
は
大
阪
府
八
尾
市
高
安

町
、
片
岡
に
つ
い
て
は
奈
良
県
北
葛
城
郡
王
子
町
・
香
芝
市
、
矢
口

（
ね
）

に
つ
い
て
は
奈
良
県
橿
原
市
ｊ
ｂ
し
く
は
川
大
和
郡
山
市
の
香
具
山
付

近
、
耳
梨
に
つ
い
て
は
奈
良
県
橿
原
巾
の
耳
成
川
付
近
、
佐
保
に
つ

い
て
は
奈
良
県
奈
良
市
の
平
城
官
東
北
、
先
に
挙
げ
た
木
上
に
つ
い

（
別
）

（
泥
）

て
は
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
ｊ
ｂ
し
く
は
何
高
市
郡
明
日
香
村
木
部

も
し
く
は
同
橿
原
市
、
広
瀬
に
つ
い
て
は
奈
良
県
北
葛
城
郡
広
陵
町
、

都
祁
に
つ
い
て
は
奈
良
県
天
理
市
・
山
辺
郡
都
祁
村
、
狛
に
つ
い
て

（
巧
）

は
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
、
丹
波
杣
に
つ
い
て
は
京
都
府
中
部
・
丘
〈

庫
県
中
部
が
比
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
所
領
は
大
和

と
河
内
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
伴
氏
・
物
部
氏
・
蘇
我
氏

な
ど
の
大
和
王
権
の
豪
族
た
ち
の
財
産
形
成
に
類
似
し
、
そ
れ
ら
と

（
両
）

Ｍ
様
の
系
譜
を
引
く
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
母
が
筑
紫
の
地
方
豪
族

で
あ
る
高
市
皇
子
の
系
譜
の
み
で
は
大
和
王
権
の
豪
族
並
み
の
所
領

を
形
成
す
る
の
は
難
し
く
、
御
名
部
皇
女
を
通
し
て
蘇
我
氏
に
由
来

す
る
所
領
が
長
屋
王
の
一
族
の
所
領
に
含
ま
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一
一
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北
宮
に
つ
い
て
は
、
有
品
の
親
王
・
内
親
王
の
家
政
機
関
で
あ
り
、

そ
の
本
主
は
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
に
居
住
し
て
い
た
長
屋
王
も
近

親
の
人
物
に
限
ら
れ
、
本
主
に
比
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
吉

備
内
親
王
、
高
市
皇
子
、
御
名
部
皇
女
の
三
人
で
あ
る
こ
と
は
す
で

に
前
節
で
触
れ
た
。
そ
し
て
、
御
名
部
皇
女
は
北
官
で
は
な
く
、
高

市
皇
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
家
政
機
関
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

こ
と
は
す
で
に
検
討
し
た
通
り
で
あ
り
、
ま
た
、
北
宮
の
名
称
が
平

城
京
の
長
屋
王
の
家
政
機
関
に
継
承
さ
れ
、
長
屋
王
の
一
族
全
体
を

さ
す
と
い
う
指
摘
も
、
神
亀
三
年
の
川
背
国
愛
宕
郡
雲
下
型
計
帳
の

「
北
官
帳
内
」
か
ら
北
宮
は
特
定
の
親
王
・
内
親
王
個
人
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
の
で
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
吉
備

内
親
王
に
つ
い
て
検
討
し
私
見
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
吉
備
内
親
王
は
霊
亀
一
一
年
当
時
は
三
品
で
あ
っ
た
た
め
、

家
政
機
関
を
設
置
す
る
資
格
を
も
っ
て
お
り
、
「
平
城
宮
木
簡
」
の

第
一
一
二
一
一
次
調
査
出
土
の
木
簡
に
、
「
□
故
二
品
士
口
備
内
親
王
宮
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
家
政
機
関
を
設
置
し
て
い
た
こ
と

は
確
実
で
あ
る
。

ま
た
、
吉
備
内
親
王
の
家
政
機
関
は
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
元
年

二
十
一
一
日
癸
酉
条
の
長
屋
壬
の
変
の
記
事
に
「
乃
悉
捉
二
家
内
人
等
へ

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

（
五
）
吉
備
内
親
王
と
北
宮

禁
．
着
於
左
右
衛
士
・
兵
衛
等
府
ご
と
あ
り
、
長
屋
王
と
士
口
備
内
親

王
の
家
令
帳
内
資
人
を
「
家
内
人
」
と
ひ
と
く
く
り
に
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
二
人
の
家
政
機
関
が
「
長
屋
王
宅
」
に
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
十
三
日
甲
戌
条
に
は
「
吉
備
内
親
王
者
無
し
罪
。
宜
二
准
レ
例
送

葬
訶
唯
停
二
鼓
吹
壬
其
家
令
・
帳
内
等
並
従
二
放
免
幻
」
と
あ
り
、
吉

備
内
親
王
の
家
令
帳
内
だ
け
が
放
免
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
家
令
、
帳

内
・
資
人
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し

て
、
こ
の
「
長
屋
王
宅
」
は
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
で
あ
る
と
考
え

（
泥
）

ら
れ
て
い
る
の
で
、
北
宮
が
士
口
備
内
親
王
の
家
政
機
関
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
士
口
備
内
親
王
の
家
政
機
関
は
三
品
格
な
の
で
、
家
令
職

員
の
構
成
は
家
令
、
扶
、
従
、
書
吏
で
あ
り
、
そ
の
存
在
が
確
認
で

き
な
い
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
左
京
三
条
二
坊
の
邸
宅
の
家
令
職

員
は
、
家
令
、
扶
、
従
、
大
・
少
書
吏
、
書
吏
で
あ
る
の
で
、
そ
の

な
か
に
吉
備
内
親
王
の
家
令
職
員
も
取
り
込
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が

高
く
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
か
ら
は
判
別
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
家
令
職
員

で
名
前
と
そ
の
所
属
・
官
職
が
わ
か
る
の
は
、
長
屋
王
の
家
令
の
赤

染
豊
嶋
、
二
品
の
家
政
機
関
の
家
扶
の
秦
連
稲
栗
、
家
従
の
石
城
村

主
廣
足
、
少
書
吏
の
置
始
国
足
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
名
前
や
所

属
の
分
か
ら
な
い
人
物
の
な
か
に
吉
備
内
親
王
の
家
令
職
員
が
念
ま

一

三
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以
上
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
考
え

て
き
た
が
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
お
い
て
家
政
機
関
に
つ
い
て
論

じ
る
に
は
、
ま
ず
、
皇
子
宮
の
時
代
か
ら
継
承
し
て
き
た
私
的
組
織

・
私
有
財
産
と
、
律
令
制
家
政
機
関
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
公
的
機

関
や
律
令
制
俸
禄
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
皇
子
宮
は
氏
族
制
以

来
、
各
一
族
で
営
ま
れ
て
い
た
私
的
な
家
産
組
織
で
あ
る
が
、
律
令

制
家
政
機
関
は
国
家
に
よ
っ
て
皇
族
・
貴
族
個
人
に
給
付
さ
れ
た
官

人
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
家
の
家
政
を
運
営
す
る
一
方
、

国
家
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
公
的
機
関
で
あ
る
の
で
、
性
格
が
異
な

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に

み
え
る
家
政
機
関
の
本
主
を
誰
に
比
定
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
家

政
機
関
の
公
的
機
関
の
部
分
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
家
政
機
関

れ
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
検
討

し
た
結
果
、
左
京
一
一
一
条
二
坊
の
邸
宅
に
は
中
心
と
な
る
一
一
一
位
格
の
長

屋
王
の
家
政
機
関
と
、
北
宮
と
呼
ば
れ
る
三
品
格
の
吉
備
内
親
王
の

家
政
機
関
と
が
存
在
し
、
こ
の
邸
宅
外
に
は
さ
ら
に
二
品
格
の
御
名

部
皇
女
の
家
政
機
関
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

法
政
史
学
第
五
十
六
号

お
わ
り
に

の
本
主
は
、
そ
の
当
時
生
存
し
て
お
り
、
そ
の
品
位
・
位
階
に
該
当

す
る
皇
族
・
貴
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
長
屋
王
の
一
族

の
な
か
で
該
当
す
る
の
は
、
長
屋
王
、
吉
備
内
親
王
、
御
名
部
皇
女

の
ほ
か
に
な
い
の
で
あ
る
。
御
名
部
皇
女
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先

学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
史
料
が
少
な
く
推
測
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な

い
が
、
氏
族
制
以
来
の
財
産
の
継
承
に
は
阯
系
相
続
が
行
わ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
た
め
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

な
お
藤
原
氏
な
ど
の
贈
位
・
贈
官
に
よ
る
律
令
制
家
政
機
関
の
継

承
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
紙
幅
の
都
合
が

あ
る
の
で
、
機
会
を
改
め
て
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

資
料
（
木
簡
）

（
１
）
長
屋
親
王
宮
鱗
大
贄
十
編

（
城
二
一
’
一
一
一
九
八
）

（
２
）
北
宮
御
塩
綾
郡
矢
川
部
法
志
一
一
一
斗
（
城
一
一
一
二
’
一
一
一
一
四
）

（
３
）
・
備
後
国
葦
川
郡
葦
川
里

・
氷
高
親
王
宮
春
税
五
斗

（
城
一
一
一
’
三
五
七
）

（
４
）
・
雅
楽
寮
移
長
屋
王
家
令
所
坪
僻
卿
祁
雌
儲
僻

・
故
移
十
二
月
廿
四
日
妙
旗
舶
鵬
駛
豊
麻
呂

（
平
城
京
一
’
一
五
六
）

一

四
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（
５
）
・
山
背
薗
司
進
上
献
報
刈
柳
遣
諸
月

和
銅
七
年
十
二
月
四
日
大
人

（
平
城
京
二
’
一
七
五
四

（
６
）
・
・
内
親
王
御
所
進
米
一
升

。
○
受
小
根
朋
惜
川
日
書
吏
（
平
城
京
一
’
二
四
○
）

（
７
）
・
・
移
司
所
米
元
故
急
ぐ
進
上
又
滑
海
・

・
・
藻
一
駄
進
上
急
ぐ
附
辛
男
十
五
日
家
扶
・

家
令

（
平
城
京
二
’
一
七
○
五
）

（８）元位井戸臣榊鮒九ｋ日夘一一一朋川六「弁五百Ⅲ二」
（
城
二
一
’
二
九
一
一
一
）

（
９
）
。
「
長
飛
鳥
鳥
長
一
従
七
位
上
行
家
令
赤
染
豊
嶋

（
９
）
。
「
長
飛
鳥
鳥
長
」

〔
長
ヵ
〕

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

．
「
□

長□屋飛鳥長帳□内国脈眼」日十一
（
平
城
京
二
’
一
七
一
二
七
）

（
Ⅲ
）
・
符
少
書
吏
布
廿
四
端
下
十
四
端
者
上
雌
納
瑚
一
一
・

・
州
鶴
鮒
馳
肝
剛
上
十
六
日
締
樅
柵
駅

ｏ

（
城
一
一
五
’
四
）

上
日

（
ｕ
）
・
正
七
位
上
奏
連
稲
栗

□
□
□
□
□

。
、

Ｕ

（
城
二
七
’
二
○
五
）

危
）
・
召
若
麻
続
□
麻
呂
長
屋
皇
宮
侍
急
、

・
従
七
位
下
石
城
村
圖
王
廣
足
九
月
十
九
日
付

（
城
二
一
’
一
一
九
・
二
五
’
一
一
一
一
○
）

一

五
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（
旧
）
・
進
出
炭
十
三
古
分
数
五
篭
小
刀
一
針
三
持
○

・
参
出
辛
男
七
月
廿
六
Ⅱ
少
書
吏
置
始
国
足

家
従
「
廣
足
」
・

（
城
二
一
’
一
一
一
六
）

（
ｕ
）
・
・
以
大
命
宣
噸
敗
万
呂

・
・
朱
沙
実
価
計
而
進
出
別
采
色
入
筥
ム
ユ
Ⅱ

（
平
城
京
一
’
一
四
三

御
加

（
田
）

橡
煮
遣
施
冊
匹
之
中
伊
勢
絶
十
匹
大
服
煮
今
州
匹
宮
在
維
十
匹
井
冊
匹
煮
今
急
ぐ
進
山
方
主

代

○
以
大
命
符
鮮
鮒
等
白
褥
取
而
進
出
珠
努
若
翁
御
下
裳
納
辛
櫃
皆
進
出

出
又
林
若
翁
帳
内
物
万
呂
令
持
煮
遣
維
二
匹
急
進
出
浄
味
片
維
曽
持
罷

御
揮
代
帛
細
易
維
進
出
又
志
我
山
寺
都
保
菜
造
而
遣
若
反
者
遣
支
鏡
鈴
直
彼
行

大御物王子御物食土器元故此急進上駐醐祠鮒訂船端碓胤椛胴充羽鴫又瀞召進出附田辺史地主家佃月十十諒
○

御

〔
尺
ヵ
〕

（
平
城
京
二
’
一
六
八
八
）

（
Ⅳ
）
・
・
□
□
□
□
人
功
給
遣
銭
百
十
二
文
別
移
務
所
下
総
税
司
田
辺

二
百
常
馬
司
給
二
百
五
十
常
処
々
田
苅

．
。
史
□
□
進
布
五
百
常
之
中
五
十
常
門
部
王
宮
給
人
功
充
給
附
腋
畑
柵
伽
百
鴫

法
政
史
学
第
五
十
六
号

［
余
慶
造
始
ヵ
］

（
肥
）

・
吉
備
内
親
王
大
命
以
符
卿
筥
入
女
進
出

○
五
月
八
日
少
書
吏
国
足
毫

］
入
女
進
出
卍
胴
Ⅲ
Ｕ

史
国
足
家
令
家
扶

（
平
城
京
二
’
一
六
八
九
）

’
一
ハ

／＝へ

城

＝

六
－－－
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（
型
・
内
親
王
御
許
米
半
升
受
筥
入
女
○

・
九
月
十
六
日
豊
国

○

（
城
一
一
一
’
一
○
○
・
一
一
五
’
一
一
一
一
九
）

〔
元
ヵ
〕

（
別
）
□
位
出
雲
臣
安
麻
呂
岬
削
剛
乙
当
郡
上
日
夘
頤
砠
Ⅲ
五
「
並
五
百
五
」

（
皿
）

〔
領
鮒
ヵ
〕

（
型
・
宗
形
郡
大
□
□
鮨

（
旧
）
・
・
符
豊
嶋
服
醐
証
洲
捉
剛
雌
叩
祀
鳥
戸

・
・
僻
肋
用
湘
碓
朏
又
欣
救
胴
肝
絲
人
進
上

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

一一
・
移
奈
良
務
所
専
大
物
皇
子
右
虚
月
料
物
及
王
子
等

・
公
料
米
進
出

五
月
九
日
少
書
吏
置
始
国
足

附
紙
師
等

家
令
家
扶

（
城
一
一
一
’
一
一
一
八
四
・
二
五
’
一
一
一
四
八
）

（
平
城
京
一
’
一
四
六
）

（
妬
）
・
御
所
進
米
一
升
半

●

豊
国

（
Ⅲ
）
・
後
皇
子
後
皇
子
命
官
。

□
。

（
城
二
一
’
四
一
七
）

（
別
）
・
・
木
上
進
供
養
分
米
六
斗

・
・
各
田
部
逆
七
月
十
四
日
秦
廣
足甥
万
呂

（
平
城
京
一
’
’
八
六
）

九
月
五
ｕ
ｎ
Ｕ
・

○

（
平
城
京
一
－
’
一
八
○
八
）

（
平
城
京
二
’
二
○
八
五
）

（
平
城
京
二
’
一
七
○
八
）

一

七
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註（
１
）
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
概
要
は
「
平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
妄
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
、
一
九
九
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
「
平
城
京

左
京
－
－
条
二
坊
・
三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研

究
所
編
、
一
九
九
五
年
）
を
、
釈
読
に
つ
い
て
は
、
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
が
刊
行
し
た
正
報
告
書
「
平
城
京
木
簡
」
一
二
九
九
五
年
）
・

同
二
（
二
○
○
一
年
）
掲
載
の
も
の
は
そ
れ
に
従
い
、
そ
れ
ら
に
未
収

の
も
の
は
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
が
随
時
発
行
す
る
「
平
城
京
発
掘

調
査
出
土
木
簡
概
報
」
を
参
照
し
た
。
本
稿
で
は
、
正
報
告
か
ら
の
引

用
に
つ
い
て
は
、
平
城
京
一
（
ま
た
は
平
城
京
二
）
ｌ
木
簡
番
号
で
示

し
、
概
報
に
つ
い
て
は
、
城
号
数
ｌ
そ
の
号
の
先
頭
か
ら
付
け
た
番
号

（
別
）
□
故
二
品
吉
備
内
親
王
宮

（
羽
）
・
移
山
背
御
薗
造
雇
人
冊
人
食
米
八
斗
塩
四
升
可
給
蝿
榔
働
臣
三
狩
充

○

山
背
使
蝉
女
子
米
万
呂
食
米
一
斗
五
升
和
銅
五
年
七
月
廿
日
大
書
吏
扶
・

・
充

（
別
）
・
御
名
部
内
親
王
宮

太
寶
、

●

法
政
史
学
第
五
十
六
号

（
城
二
六
’
九
六
）

で
示
す
こ
と
と
す
る
□

（
２
）
研
究
史
に
つ
い
て
は
森
公
章
①
「
長
屋
王
邸
の
住
人
と
家
政
機
関
」

一
一
一
六
一
一
一
～
一
一
一
八
七
頁
（
「
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
一
一
一
条
二
坊
発
掘
調

査
報
告
」
、
一
九
九
五
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
後
に
「
長
屋

王
家
木
簡
の
基
礎
的
研
究
」
所
収
）
、
②
「
そ
の
後
の
長
屋
王
家
木
簡
」

二
一
五
～
二
一
九
頁
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
「
長
屋
王
家
・
二

条
大
路
木
簡
を
読
む
」
二
○
○
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
平
石
充
「
「
長

屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
」
七
六
～
八
○
頁
Ｓ
史
学
研
究

収
録
」
十
七
、
一
九
九
二
年
）
、
八
木
充
。
長
屋
王
家
木
簡
」
と
皇
親

家
令
所
」
一
一
～
五
頁
（
「
日
本
史
研
究
」
三
五
一
一
一
、
一
九
九
一
一
年
）
を

参
照
し
た
。

（
Ⅳ
）
・
○
移
務
所
Ⅲ
背
御
出
芸
人
功
汁
六
常
田
苅
人
功Ｕ

□
月
ｎ
Ｕ

。
○

扶
従
廣
足
（
平
城
京
一
’
一
六
○
）

（
平
城
京
二
’
一
七
一
○
）

￣

八
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（
３
）
鬼
頭
清
明
①
「
平
城
京
の
保
存
と
長
屋
王
木
簡
ｌ
東
院
南
方
遺
跡

の
保
存
を
考
え
る
」
六
三
頁
（
歴
史
学
研
究
会
編
「
遺
跡
が
消
え
る

研
究
と
保
存
運
動
の
現
場
か
ら
」
、
’
九
九
一
年
）
②
「
木
簡
と
古
代

史
長
屋
王
家
の
し
く
み
と
生
活
」
’
六
一
頁
（
平
野
邦
雄
・
鈴
木
靖

民
編
『
木
簡
が
語
る
古
代
史
』
上
、
一
九
九
六
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、

森
註
（
２
）
①
論
文
一
一
一
九
三
～
三
九
六
頁
、
舘
野
和
己
「
長
屋
王
家

木
簡
の
舞
台
」
三
二
五
頁
（
宮
川
修
一
編
「
日
本
史
に
お
け
る
国
家
と

社
会
』
’
九
九
二
年
、
思
文
閣
出
版
、
後
に
舘
野
『
日
本
古
代
交
通
と

社
会
」
所
収
）
、
小
口
雅
史
「
長
屋
王
家
木
簡
に
み
る
土
地
経
営
を
め

ぐ
っ
て
付
長
屋
王
家
木
簡
関
連
論
著
目
録
（
稿
と
Ｓ
法
政
大
学

教
養
部
紀
要
』
一
○
四
、
一
九
九
八
年
）

（
４
）
寺
崎
保
広
「
長
屋
王
家
の
文
書
木
簡
」
Ｓ
日
本
歴
史
」
五
○
○
、

一
九
九
○
年
）

（
５
）
家
令
平
城
京
一
’
二
一
一
九
、
平
城
京
一
’
二
四
一
一
一
、
平
城
京
一

’
一
一
八
八
、
平
城
京
一
’
三
一
六
、
平
城
京
一
’
一
一
一
二
一
一
一
、
平
城
京
一

’
三
一
一
一
七
、
平
城
京
－
１
－
－
－
円
一
、
平
城
京
一
’
一
一
一
四
六
、
平
城
京
一

’
七
四
六
、
平
城
京
二
’
一
八
二
五
、
平
城
京
一
－
’
一
八
二
九
、
平
城

京
一
－
’
一
九
九
一
一
一
、
城
二
一
’
六
七
、
城
二
一
’
一
○
六
、
城
二
一
’

’
一
一
一
一
一
一
、
城
一
一
一
’
一
一
一
一
四
・
二
八
’
一
七
二
四
、
城
二
一
’
一
六
七
、

城
一
一
一
’
’
九
九
、
城
二
一
’
二
一
一
六
、
城
一
一
一
’
一
一
四
九
、
城
二
一
一
一

’
五
八
、
六
五
、
城
二
五
’
七
○
、
城
二
五
’
一
二
七
、
’
一
一
一
七
、
城

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

二
五
’
一
八
六
、
城
一
一
七
’
二
九

書
吏
平
城
京
一
’
二
四
○
、
平
城
京
一
’
二
五
四
、
平
城
京
一
’
二

六
一
一
、
平
城
京
一
’
二
六
七
、
平
城
京
一
’
二
八
六
、
平
城
京
一
’
二

八
九
、
平
城
京
一
’
三
○
｜
、
平
城
京
一
’
一
一
一
○
四
、
平
城
京
一
’
一
一
一

一
二
、
平
城
京
一
’
一
一
一
一
一
一
一
、
平
城
京
一
’
一
一
一
一
一
四
、
平
城
京
一
’
一
一
一

二
五
、
平
城
京
一
’
三
一
一
一
八
、
平
城
京
一
’
一
一
一
一
一
一
四
、
平
城
京
一
’
一
一
一

六
七
、
平
城
京
一
’
一
一
一
七
六
、
平
城
京
一
－
’
’
八
三
○
、
平
城
京
二
’

一
八
六
八
、
平
城
京
二
’
’
八
七
六
、
平
城
京
二
’
一
八
七
七
、
平
城

京
一
－
’
一
八
八
八
、
平
城
京
二
’
一
九
一
六
、
平
城
京
二
’
一
九
六
八
、

平
城
京
二
’
一
九
九
一
、
城
二
一
’
六
九
、
城
二
一
’
九
五
、
城
一
一
一

’
一
一
一
二
、
城
一
一
一
’
一
六
八
、
’
七
五
、
城
一
一
一
’
一
一
四
七
、
二
四

八
、
城
二
一
一
一
’
三
八
、
城
二
三
’
五
七
、
城
二
一
一
一
’
七
七
、
城
二
三
’

八
七
、
城
二
五
’
六
円
、
城
一
一
五
’
九
一
一
一
、
城
一
一
五
’
’
’
○
、
一
一

五
、
’
一
七
、
城
二
五
’
’
五
一
一
、
城
二
七
’
四
五
、
四
七
、
五
六
、

城
二
七
’
九
一
、
城
二
七
’
九
七
、
一
○
九
、
城
二
七
’
’
一
二
、
一

一
五
、
’
’
六
、
’
二
○
、
一
二
四
、
一
一
一
五
、
’
二
六
、
城
二
七
’

一
一
一
一
二
、
城
二
七
’
一
四
七
、
一
五
七

（
６
）
扶
城
二
七
’
六
一

従
城
二
七
’
一
三
七

大
書
吏
平
城
京
一
’
二
一
一
一
八
、
平
城
京
一
’
二
八
○
、
平
城
京
一
’

三
一
○
、
城
二
一
’
一
五
九

一

九

Hosei University Repository



少
書
吏
平
城
京
一
’
二
一
一
一
二
、
平
城
京
一
’
二
五
五
、
平
城
京
一
’

一
一
六
六
、
平
城
京
一
’
一
一
一
八
○
、
平
城
京
二
’
一
九
七
一
一
一
、
城
二
一
’

二
二
一
、
城
二
一
’
二
五
一
一
一

（
７
）
家
令
平
城
京
一
’
一
四
六
、
平
城
京
二
’
’
六
九
一
、
平
城
京

二
’
一
七
二
二
、
城
二
一
’
二
三

家
令
、
扶
平
城
京
一
’
一
四
七
、
平
城
京
二
’
一
六
八
八
、
平
城
京

二
’
一
七
○
五

家
令
、
扶
、
少
書
吏
平
城
京
二
’
一
六
八
九
、
平
城
京
二
’
一
七
○

八
、
城
二
五
’
一
一
一
一

家
令
、
従
平
城
京
一
’
一
六
四

家
令
、
少
書
吏
城
二
一
’
五

扶
平
城
京
一
’
一
六
六
、
平
城
京
二
’
一
七
○
二
、
城
二
一
一
一
’
一
一
、

一
四
、
城
二
七
’
七
、
一
○
、
城
二
七
’
一
四

扶
、
従
平
城
京
一
’
一
六
○
、
下
城
京
一
’
一
六
七
、
平
城
京
二
’

一
七
○
七
、
城
二
五
’
一
、
四
、
城
二
七
’
一
六

扶
、
大
書
吏
平
城
京
二
’
一
七
一
○
、
城
二
五
’
八

扶
、
少
書
吏
平
城
京
二
’
一
七
一
六
、
城
二
一
’
九

従
平
城
京
一
’
一
六
五
、
平
城
京
一
’
一
七
一
、
平
城
京
二
’
一
六

九
六
、
城
二
三
’
六

従
、
少
書
吏
城
二
一
’
三
六

少
書
吏
城
二
三
’
一
九

法
政
史
学
第
五
十
六
号

（
８
）
鬼
頭
清
明
「
長
屋
王
家
木
簡
二
題
」
（
「
白
山
史
学
」
二
六
、
一
九

九
○
年
、
後
に
「
古
代
木
簡
の
基
礎
的
研
究
」
所
収
、
三
八
六
頁
）

（
９
）
東
野
治
之
「
長
屋
王
家
木
簡
の
文
書
と
家
政
機
関
」
Ｓ
大
阪
大
学

教
養
学
部
研
究
集
録
」
四
○
、
一
九
九
二
年
、
後
に
「
長
屋
王
家
木
簡

の
研
究
」
所
収
六
二
～
六
三
頁
）
、
舘
野
利
己
「
文
書
木
簡
の
研
究

課
題
」
一
○
～
一
一
頁
（
「
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
一
一
一
三
九
、
一
九
九

一
年
）

（
Ⅷ
）
寺
崎
註
（
４
）
論
文
渡
辺
晃
宏
「
長
屋
王
家
木
簡
と
二
つ
の
家

政
機
関
」
（
「
奈
良
古
代
史
論
集
」
二
、
一
九
九
一
年
）
、
平
石
註
（
２
）

論
文
森
公
章
「
長
屋
王
邸
宅
の
住
人
と
家
政
機
関
」
Ｓ
平
城
京
長
屋

王
邸
宅
と
木
簡
」
、
一
九
九
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
綾
村
宏
「
長
屋
王

と
そ
の
時
代
」
Ｓ
平
城
京
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
」
一
九
九
一
年
、
吉
川

弘
文
館
）
、
井
山
温
子
「
古
代
の
「
家
」
と
そ
の
継
承
」
ｓ
政
治
経
済

史
学
」
三
三
八
、
一
九
九
旧
年
）

（
Ⅱ
）
東
野
治
之
「
古
文
書
・
占
写
経
・
木
簡
」
Ｓ
水
茎
」
七
、
一
九
八

九
年
、
後
に
「
遣
唐
使
と
正
倉
院
」
所
収
）
、
「
古
代
人
と
日
常
文
」
四

三
頁
（
「
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
」
別
冊
山
、
一
九
九
○
年
）
、
福

原
栄
太
郎
「
長
屋
王
家
形
成
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
」
一
一
一
五
～
三
六

頁
（
「
続
日
本
紀
研
究
」
二
七
七
、
一
九
九
一
年
）
、
森
公
章
「
長
屋
王

家
木
簡
再
考
」
二
弘
前
大
学
国
史
研
究
』
九
六
、
一
九
九
四
年
、
後
に

「
長
屋
王
家
木
簡
の
基
礎
的
研
究
」
所
収
一
一
一
五
～
三
六
頁
）
、
寺
崎
保

二

○
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広
「
長
屋
王
」
二
九
九
九
年
、
吉
川
弘
文
館
）

（
、
）
大
山
誠
一
「
所
謂
「
長
屋
王
家
木
簡
」
の
再
検
討
」
（
①
『
長
屋

王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
」
一
九
九
一
年
、
吉
川
弘
文
館
、
②
「
長

屋
王
家
木
簡
と
金
石
文
」
一
九
九
八
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
森
田
悌
①

「
北
宮
木
簡
Ｉ
調
ゆ
る
長
屋
王
家
木
簡
に
つ
い
て
ｌ
」
Ｓ
東
ア
ジ
ア
の

古
代
文
化
」
六
三
、
’
九
九
○
年
、
後
に
「
古
代
国
家
と
万
葉
集
」
所

収
）
、
②
「
北
宮
と
長
屋
王
」
（
一
束
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
」
七
三
、
一

九
九
二
年
）
、
永
井
路
子
「
異
議
あ
り
１
長
屋
王
邸
」
（
「
別
冊
文
芸
春

秋
』
一
八
八
特
別
号
、
一
九
八
九
年
、
後
に
「
異
議
あ
り
日
本
史
』
所

収
）

（
⑬
）
八
木
充
①
「
長
屋
王
と
万
葉
歌
」
（
『
上
代
文
学
」
六
九
、
’
九
九

一
一
一
年
）
、
註
（
２
）
論
文
二
四
～
一
一
二
頁
、
②
「
再
び
長
屋
王
家
木
簡

と
皇
親
家
令
に
つ
い
て
」
二
五
六
～
二
六
○
頁
（
「
木
簡
研
究
」
二
○
、

一
九
九
八
年
）

（
Ⅲ
）
円
方
若
翁
城
一
一
一
’
’
一
一
三
な
ど
。

膳
若
翁
城
一
一
三
’
四
五
・
一
’
五
’
三
五
九
な
ど
□

珍
努
若
翁
本
文
木
簡
（
旧
）
な
ど
。

忍
海
若
翁
城
一
一
一
’
一
三
一
な
ど
。

紀
若
翁
平
城
京
一
’
一
五
八
な
ど
。

山
形
女
王
平
城
京
二
’
一
八
三
○
な
ど
。

門
部
王
本
文
木
簡
（
Ⅳ
）
な
ど
。

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

竹
野
皇
子
平
城
京
二
’
一
八
二
七
、
平
城
京
二
’
’
八
二
八
、
平
城

京
二
’
’
八
二
九
な
ど
。

石
川
夫
人
平
城
京
二
’
一
八
二
五
な
ど
。

阿
倍
大
刀
自
城
一
二
’
’
一
○
な
ど
。

大
山
註
（
Ⅲ
）
論
文
①
一
二
一
～
一
一
一
一
四
頁
、
②
論
文
一
一
一
一
～
一
一

円
頁
、
八
木
註
（
２
）
論
文
一
五
～
一
九
頁
、
寺
崎
保
広
「
「
若
翁
」

木
簡
小
考
」
Ｓ
奈
良
古
代
史
論
集
」
二
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
り
、
弥

努
若
翁
、
忍
海
若
翁
、
紀
若
翁
は
長
屋
王
の
子
女
と
考
え
ら
れ
、
澤
田

浩
「
「
薬
師
寺
縁
起
」
所
引
天
武
系
皇
親
系
図
に
つ
い
て
」
言
国
史
学
」

一
四
二
、
一
九
九
○
年
）
よ
り
、
門
部
王
は
長
屋
王
の
兄
弟
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
森
田
註
（
Ⅲ
）
①
論
文
一
三
一
一
頁
、
②
論
文
七
円

～
七
七
頁
よ
り
、
安
倍
大
刀
目
、
石
川
夫
人
は
天
武
天
皇
の
夫
人
と
す

る
説
も
あ
る
が
、
「
万
葉
集
」
巻
八
’
一
六
一
三
に
「
長
屋
王
之
女
。

母
日
阿
倍
朝
臣
也
」
と
あ
る
の
で
長
屋
王
の
妾
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

り
、
石
川
夫
人
も
何
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
刑
）
「
続
日
本
紀
」
霊
亀
元
年
二
月
丁
丑
条

茄
）
庄
司
浩
「
天
武
十
四
年
皇
親
冠
位
制
に
つ
い
て
」
（
「
立
正
史
学
」

三
川
、
一
九
七
○
年
）

（
Ⅳ
）
「
日
本
書
紀
」
天
武
元
年
六
月
甲
申
条

（
肥
）
「
続
日
本
紀
」
和
銅
七
年
正
月
己
卯
条

（
四
）
『
大
日
本
古
文
書
」
一
、
三
六
四
・
一
一
一
六
七
頁一
一
一
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（
別
）
平
城
京
二
’
一
八
五
七
、
平
城
京
一
’
一
一
八
八
、
平
城
京
一
’
二

九
四
、
平
城
京
一
’
二
九
六
、
平
城
京
一
’
三
○
四
、
平
城
京
一
’
一
一
一

二
六
、
平
城
京
一
－
’
一
七
一
一
一
三
、
平
城
京
一
－
’
一
九
一
六
、
平
城
京
一
－

’
一
九
五
○
、
平
城
京
二
’
一
九
五
一
、
平
城
京
二
’
一
九
五
九
、
平

城
京
二
’
一
九
六
○
、
平
城
京
二
’
一
九
六
六
な
ど
。

（
Ⅲ
）
「
大
日
本
古
文
書
」
二
四
、
二
頁

（
空
森
註
（
Ⅱ
）
論
文
二
五
頁

（
翌
藤
木
邦
彦
「
北
政
所
に
つ
い
て
」
（
「
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科

学
科
紀
要
歴
史
学
研
究
報
告
」
三
、
一
九
五
五
年
）

（
皿
）
岸
俊
男
「
「
鴫
」
雑
考
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
」
一
九
七

九
年
、
後
に
「
日
本
古
代
文
物
の
研
究
」
所
収
二
七
八
頁
）
、
「
平
城

京
左
京
三
条
二
坊
六
坪
発
掘
調
査
報
告
」
三
七
・
九
一
頁
（
一
九
八
六

年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）

（
邪
）
大
山
註
（
、
）
論
文
①
三
一
～
一
一
一
六
頁
、
②
一
九
～
一
一
一
一
頁

（
別
）
鬼
頭
註
（
８
）
論
文
Ⅲ
○
一
頁

（
〃
）
勝
浦
令
子
「
木
簡
か
ら
み
た
北
宮
写
経
」
Ｓ
史
論
」
四
四
、
’
九

九
一
年
）

（
肥
）
井
山
註
（
Ⅵ
）
論
文
二
七
～
三
五
頁

（
別
）
「
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
六
坪
発
掘
調
査
報
告
一
八
七
～
八
八
頁

二
九
八
六
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）

（
釦
）
竹
野
女
王
に
つ
い
て
は
草
壁
皇
子
の
夫
人
と
す
る
税
と
（
鬼
頭
註

法
政
史
学
第
五
十
六
号

（
８
）
論
文
、
一
一
一
九
二
～
四
○
○
頁
）
、
長
屋
王
の
姉
妹
と
す
る
説
（
舘

野
註
（
２
）
論
文
三
四
八
～
一
一
一
五
二
頁
、
大
脇
潔
「
「
朝
風
廃
寺
」

の
再
発
見
」
「
明
日
香
風
」
四
八
、
一
九
九
三
年
）
が
あ
る
。

（
別
）
森
註
（
Ⅱ
）
論
文
五
三
～
五
九
頁

（
釦
）
八
木
註
（
２
）
論
文
二
九
頁
、
註
（
田
）
②
論
文
二
五
九
頁

（
畑
）
「
続
日
本
紀
」
霊
亀
元
年
二
月
丁
丑
条

（
弧
）
「
続
日
本
紀
」
神
亀
元
年
二
月
丙
申
条

（
妬
）
東
野
註
（
９
）
論
文
六
四
頁
、
八
木
註
（
２
）
論
文
二
一
～

一
一
三
頁
、
森
田
註
（
、
）
①
論
文
五
一
一
頁
、
大
山
註
（
Ⅲ
）
論
文

誌
）
註
（
Ｅ
）
の
木
簡
参
照
。

（
〃
）
「
日
本
書
紀
」
持
統
十
年
七
月
庚
戌
条

（
翌
荒
木
敏
夫
「
東
宮
機
構
の
成
立
と
皇
子
宮
」
（
「
日
本
古
代
の
皇
太

子
」
一
九
八
五
年
、
吉
川
弘
文
館
）
、
仁
藤
敦
史
①
「
古
代
国
家
に
お

け
る
都
城
と
行
幸
ｌ
「
動
く
王
」
か
ら
「
動
か
な
い
王
」
へ
の
変
質
」

（
「
歴
史
学
研
究
」
六
一
三
、
一
九
九
○
年
、
後
に
「
古
代
王
権
と
都
城
」

所
収
）
、
②
「
嶋
宮
の
伝
領
過
程
」
（
「
古
代
史
研
究
」
五
、
一
九
八
六

年
、
後
に
「
古
代
王
権
と
都
城
」
所
収
）

（
胡
）
森
田
悌
①
「
貴
族
死
後
の
家
政
機
関
」
一
○
七
頁
二
日
本
歴
史
」

五
九
九
、
一
九
九
八
年
）
、
②
「
天
平
元
年
二
月
紀
の
「
長
屋
王
宅
」
」

註
３
（
「
続
日
本
紀
研
究
」
一
一
一
二
四
、
二
○
○
○
年
）

（
側
）
選
叙
令
十
七
本
主
亡
条

一

一

一

一
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（
坐
「
令
集
解
」
選
叙
令
十
七
本
主
亡
条
令
集
解
穴
記

（
狸
「
続
日
本
紀
」
霊
亀
元
年
正
月
癸
巳
条

（
翌
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
九
月
庚
辰
条

（
“
）
「
扶
桑
略
記
」
持
続
十
年
七
月
条
に
高
市
皇
子
が
四
三
歳
で
莞
じ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
妬
）
「
日
本
書
紀
」
持
統
十
年
七
月
庚
戌
条

（
妬
）
「
続
日
本
紀
」
養
老
近
年
’
二
川
己
夘
条

（
⑭
）
大
山
註
（
Ⅲ
）
①
論
文
一
一
一
～
四
頁
、
森
註
（
Ⅱ
）
論
文
二
頁
、

森
田
註
宛
）
②
論
文
註
４
、
寺
崎
註
（
Ⅱ
）
論
文
一
四
一
～
一
Ｎ

三
頁

（
蛆
）
八
木
註
（
旧
）
②
論
文
二
五
九
頁

（
⑬
）
城
二
七
’
二
八
な
ど
。
八
木
註
（
旧
）
②
論
文
一
一
五
九
頁

（
卯
）
八
木
註
（
２
）
論
文
二
四
～
三
○
頁
、
註
（
旧
）
②
論
文
二

五
六
頁

（
Ⅲ
）
「
Ⅱ
本
書
紀
」
斉
明
四
年
五
川
条

（
堅
「
Ⅱ
本
書
紀
」
犬
智
六
年
二
月
戊
午
条

（
ご
「
日
本
書
紀
』
天
武
七
年
四
月
丁
亥
朔
条

（
別
）
「
日
本
書
紀
」
持
統
即
位
前
紀
朱
鳥
元
年
十
月
庚
午
条

（
亜
「
日
本
書
紀
」
持
続
五
年
九
月
丁
丑
条

（
別
）
「
続
日
本
紀
」
天
平
勝
宝
三
年
正
月
己
酉
条

（
印
）
『
続
日
本
紀
」
和
銅
元
年
六
月
丙
戌
条

「
長
屋
王
家
木
簡
」
に
み
え
る
家
政
機
関
に
つ
い
て
（
長
谷
川
）

（
王
「
続
日
本
紀
」
天
平
九
年
八
月
辛
酉
条

（
”
）
「
続
日
本
紀
」
天
平
十
一
一
一
年
三
月
己
酉
条

（
Ⅱ
）
「
続
日
本
紀
」
神
亀
五
年
三
月
幸
丑
条

（
日
）
「
続
日
本
紀
」
天
平
六
年
二
月
庚
子
条

（
堅
「
続
日
本
紀
」
犬
平
元
年
二
月
発
酉
条

（
“
）
青
木
和
夫
日
本
の
歴
史
３
「
奈
良
の
都
」
二
六
五
頁
（
一
九
六

五
年
、
中
央
公
論
社
）

（
“
）
「
続
日
本
紀
」
慶
雲
元
年
正
月
壬
寅
条

（
閃
）
「
万
葉
集
」
巻
「
七
六
・
七
七
、
元
明
天
皇
の
歌
に
和
し
て
「
御

名
部
皇
女
の
和
へ
奉
れ
る
御
歌
」
が
み
え
る
。

（
船
）
「
大
日
本
古
文
書
」
二
囚
、
五
・
六
頁

（
虹
岸
俊
男
「
山
代
忌
寸
真
作
と
蚊
屋
忌
寸
秋
庭
墓
誌
の
史
料
的
一

考
察
」
Ｓ
山
代
忌
寸
真
作
」
奈
良
県
教
育
委
員
会
編
、
一
九
五
四
年
、

後
に
「
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
」
所
収
）

（
冊
）
「
大
日
本
古
文
書
」
二
五
、
六
五
・
一
四
五
頁

（
的
）
森
註
（
２
）
①
論
文
三
九
四
頁
、
舘
野
註
（
３
）
論
文
一
一
一
二

八
～
三
三
○
頁
、
鬼
頭
註
（
３
）
②
論
文
一
五
二
頁

元
）
大
山
註
（
皿
）
①
論
文
九
三
頁

（
刀
）
舘
野
註
（
３
）
論
文
一
一
三
七
～
一
一
一
一
一
八
頁

（
〃
）
大
山
註
（
Ⅲ
）
①
論
文
九
三
頁

（
門
）
舘
野
註
（
３
）
論
文
一
一
一
三
一
～
’
一
一
一
一
一
二
頁

￣

＝
一

一
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両
）
平
林
章
仁
「
敏
達
天
皇
の
広
瀬
郡
進
出
に
つ
い
て
」
（
横
田
健
一

編
「
日
本
書
紀
研
究
」
一
四
、
一
九
八
七
年
、
塙
書
房
）
、
岩
本
次
郎

「
木
上
と
片
岡
」
（
「
木
簡
研
究
』
一
四
、
一
九
九
二
年
）
、
福
原
註
（
、
）

②
論
文
一
一
三
～
’
’
六
頁

（
両
）
和
田
革
「
蹟
の
基
礎
的
考
察
」
（
「
史
林
』
五
二
’
五
、
一
九
六
九

年
、
後
に
「
日
本
古
代
の
儀
礼
と
祭
祀
・
信
仰
』
所
収
）

（
刊
）
舘
野
註
（
３
）
論
文
、
一
一
一
一
一
一
六
～
一
一
一
三
八
頁

（
両
）
森
註
（
２
）
①
論
文
、
三
九
四
頁

（
門
）
寺
崎
保
広
「
平
城
京
跡
」
（
「
木
簡
研
究
」
二
号
、
一
九
八
九
年
）

法
政
史
学
第
五
十
六
号

二

四
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